
一
、
国
民
へ
の
周
知
・
啓
発

・
「
過
労
死
等
防
止
対
策
推
進
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
」
の
実
施

民
間
団
体
と
連
携
し
て
、
四
十
七

都
道
府
県
四
十
八
会
場
（
東
京
は
二

会
場
）
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す

る
。

・
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
な
ど
に
よ
る
国

民
に
向
け
た
周
知
・
啓
発
の
実
施

自
身
に
も
関
わ
る
こ
と
と
し
て
、

過
労
死
等
と
そ
の
防
止
に
対
す
る
関

心
と
理
解
を
深
め
ら
れ
る
よ
う
に
、

ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
広
告
な
ど
多
様
な
媒
体
を
活

用
し
た
周
知
・
啓
発
を
図
る
。

二
、
過
重
労
働
解
消
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

過
労
死
等
に
つ
な
が
る
過
重
労
働

な
ど
へ
の
対
応
と
し
て
、
著
し
い
過

重
労
働
や
悪
質
な
賃
金
不
払
残
業
な

ど
の
撲
滅
に
向
け
た
重
点
的
な
監
督

指
導
や
、
全
国
一
斉
の
無
料
電
話
相

談
「
過
重
労
働
解
消
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
」

な
ど
を
行
う
。

〈
過
重
労
働
解
消
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
概

要
〉

一
、
労
使
の
主
体
的
な
取
組
を
促
す

●
使
用
者
団
体
や
労
働
組
合
に
対
し
、

長
時
間
労
働
削
減
に
向
け
た
取
組

に
関
す
る
周
知
・
啓
発
等
に
つ
い

て
、
厚
生
労
働
大
臣
名
に
よ
る
協

力
要
請
を
行
う
。

●
自
社
の
働
き
方
改
革
等
に
よ
り
、

下
請
等
中
小
事
業
者
に
「
し
わ
寄

せ
」
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う

傘
下
団
体
・
企
業
等
へ
の
周
知
啓

発
を
要
請
す
る
。

二
、
労
働
局
長
に
よ
る
ベ
ス
ト
プ
ラ

ク
テ
ィ
ス
企
業
へ
の
職
場
訪
問
を
実

施
す
る
。

長
時
間
労
働
削
減
に
向
け
た
積
極

的
な
取
組
を
行
っ
て
い
る
企
業
を
訪

問
し
、
取
組
事
例
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

な
ど
を
通
じ
て
地
域
に
紹
介
す
る
。

三
、
重
点
監
督
を
実
施
す
る
。

ア
、
監
督
の
対
象
と
す
る
事
業
場
等

①
長
時
間
に
わ
た
る
過
重
な
労
働

に
よ
る
過
労
死
等
に
係
る
労
災
請

求
が
行
わ
れ
た
事
業
場
等

②
労
働
基
準
監
督
署
及
び
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
に
寄
せ
ら
れ
た
相
談
等
か

ら
、
離
職
率
が
極
端
に
高
い
な
ど

若
者
の
「
使
い
捨
て
」
が
疑
わ
れ

る
企
業
等

イ
、
重
点
的
に
確
認
す
る
事
項

①
時
間
外
・
休
日
労
働
が
、
「
時

間
外
・
休
日
労
働
に
関
す
る
協
定

届
」
（
い
わ
ゆ
る
三
六

協
定
）
範

囲
内
で
あ
る
か
等
に
つ
い
て
確
認

し
、
法
違
反
が
認
め
ら
れ
た
場
合

は
是
正
指
導
す
る
。

②
賃
金
不
払
残
業
が
行
わ
れ
て
い

な
い
か
に
つ
い
て
確
認
し
、
法
違

反
が
認
め
ら
れ
た
場
合
は
是
正
指

導
す
る
。

③
不
適
切
な
労
働
時
間
管
理
に
つ

い
て
は
、
労
働
時
間
を
適
正
に
把

握
す
る
よ
う
指
導
す
る
。

④
長
時
間
労
働
者
に
対
し
て
は
、

医
師
に
よ
る
面
接
指
導
等
、
健
康

確
保
措
置
が
確
実
に
講
じ
ら
れ
る

よ
う
指
導
す
る
。

ウ
、
書
類
送
検

重
大
・
悪
質
な
違
反
が
確
認
さ
れ

た
場
合
は
、
送
検
し
、
公
表
す
る
。

四
、
電
話
相
談
を
実
施
す
る
。

全
国
一
斉
の
「
過
重
労
働
解
消
相

談
ダ
イ
ヤ
ル
」
を
実
施
す
る
。

（
本
日
時
点
で
は
終
了
）

ま
た
、
次
の
窓
口
等
で
は
常
時
相

談
や
情
報
提
供
を
受
け
付
け
て
い
る
。

●
最
寄
り
の
都
道
府
県
労
働
局
ま
た

は
労
働
基
準
監
督
署

●
労
働
条
件
相
談
ほ
っ
と
ラ
イ
ン

（
委
託
事
業
）

●
労
働
基
準
関
係
情
報
メ
ー
ル
窓
口

五
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
趣
旨
な
ど
に

つ
い
て
周
知
・
啓
発
を
実
施
す
る
。

使
用
者
等
へ
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の

配
布
、
広
報
誌
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

活
用
に
よ
り
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
趣

旨
な
ど
に
つ
い
て
広
く
周
知
を
図
る
。

六
、
過
重
労
働
解
消
の
た
め
の
セ
ミ

ナ
ー
を
開
催
す
る
。

企
業
が
自
主
的
に
過
重
労
働
防
止

対
策
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
に
、

九
月
か
ら
十
一
月
を
中
心
に
全
国
で

合
計
六
十
四
回
「
過
重
労
働
解
消
の

た
め
の
セ
ミ
ナ
ー
」
（
委
託
事
業
）

を
開
催
す
る
。

（
※
）
「
過
労
死
等
」
と
は
・
・
・
業
務

に
お
け
る
過
重
な
負
荷
に
よ
る
脳
血
管
疾

患
も
し
く
は
心
臓
疾
患
を
原
因
と
す
る
死

亡
、
も
し
く
は
業
務
に
お
け
る
強
い
心
理

的
負
荷
に
よ
る
精
神
障
害
を
原
因
と
す
る

自
殺
に
よ
る
死
亡
ま
た
は
こ
れ
ら
の
脳
血

管
疾
患
、
心
臓
疾
患
、
精
神
障
害
を
い
う
。
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厚
生
労
働
省
は
、
毎
年
十
一
月
を
「
過
労
死
等
防
止
啓
発
月
間
」

と
定
め
て
、
過
労
死
等
（
※
）
を
な
く
す
た
め
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
な
ど
の
取
組
を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
月
間
は
、
「
過
労
死
等
防
止
対
策
推
進
法
」
に
基
づ
く
も
の

で
、
過
労
死
等
を
防
止
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
関
心
と
理
解

を
深
め
る
た
め
に
実
施
さ
れ
る
も
の
で
す
。
そ
の
取
組
概
要
は
、
次

の
と
お
り
で
す
。

【
取
り
組
み
の
概
要
】



第
十
一
回
社
会
保
障
審
議
会
年

金
部
会
（
二
〇
一
九
年
十
月
九
日

開
催
）
で
在
職
老
齢
年
金
制
度
の

見
直
し
が
検
討
さ
れ
ま
し
た
。

現
行
の
在
職
老
齢
年
金
制
度
は
、

就
労
し
、
一
定
以
上
の
賃
金
を
得

る
厚
生
年
金
受
給
者
に
対
し
、
賃

金
（
賞
与
含
む
）
と
年
金
の
合
計

額
が
基
準
額
を
上
回
る
場
合
、
賃

金
2
に
対
し
、
年
金
１
を
停
止
し

て
い
る
。

高
在
老

・
案
１
：
基
準
額
四
十
七
万
円
を

六
十
二
万
円
に
引
上
げ

・
案
２
：
完
全
撤
廃

低
在
老

・
案
１
：
現
行
基
準
額
の
ま
ま

・
案
２
：
高
在
老
と
同
じ
基
準
額

に
引
上
げ

「
年
金
制
度
に
関
す
る
総
合
調

査
」
（
厚
生
労
働
省
年
金
局
・
二

〇
一
九
年
）
で
は
、
厚
生
年
金
を

受
け
取
る
年
齢
に
な
っ
た
と
き
、

ど
の
よ
う
に
働
き
た
い
と
思
う
か

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
結
果
に

な
っ
て
い
ま
す
。

・
年
齢
が
高
く
な
る
ほ
ど
「
年
金

額
が
減
ら
な
い
よ
う
に
、
収
入
が

一
定
の
額
に
収
ま
る
よ
う
就
業
時

間
を
調
整
し
な
が
ら
働
く
」
の
割

合
が
低
い
。

•

六
十
歳
台
の
第
二
号
被
保
険
者

で
「
年
金
額
が
減
ら
な
い
よ
う
に
、

収
入
が
一
定
の
額
に
収
ま
る
よ
う

就
業
時
間
を
調
整
し
な
が
ら
働
く
」

と
回
答
し
た
者
は
、
六
十
～
六
十

四
歳
が
約
五
六
％
、
六
十
五
～
六

十
九
歳
は
約
四
〇
％
。

•

「
老
後
ど
の
よ
う
に
働
く
か
ど

う
か
と
、
年
金
額
が
減
る
こ
と
は

特
に
関
係
な
い
」
と
回
答
し
た
者

は
六
十
～
六
十
四
歳
で
は
約
二
六

％
、
六
十
五
～
六
十
九
歳
で
は
約

三
七
％
。

十
一
日

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
の
提
出
（
十
月
以
降
に
採
用
し

た
労
働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
労
働
保
険
一
括
有
期
事
業
開
始

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
一
括
有

期
事
業
を
開
始
し
て
い
る
場
合
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

○

十
月
分
源
泉
所
得
税
・
住
民
税

の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

十
二
月
二
日

○
十
月
分
健
保
・
厚
年
保
険
料
の

納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報

告
書
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提

出

［
公
共
職
業
安
定
所
］

そ
の
他

○

年
末
調
整
の
申
告
書
配
布
と
回

収
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毎
年
ビ
オ
ラ
を
種
か
ら
育
て
て

い
ま
し
た
が
、
今
年
は
苗
を
２
株

購
入
し
、
プ
ラ
ン
タ
ー
に
植
え
ま

し
た
。

ゆ
っ
く
り
成
長
し
て
い
る
様
子

を
眺
め
て
い
ま
す
。

（
ぎ
ん
）

藤田社会保険労務士事務所

e-mail：
fujita.office-1@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

TEL・075-611-5300
FAX・075-606-1906

〒612-8017
京都市伏見区桃山南大島町1-4-41-504

編
集
後
記

十
一
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

Ｑ 派遣社員です。派遣元はＡ県ですが、派遣先はＢ県です。

最低賃金は、どの県の金額を適用するのでしょうか。

Ａ 結論から申しますと、派遣先のＡ県の最低賃金が適用さ

れます。

最低賃金の適用関係は、次のとおりとなります。

１、地域別最低賃金と特定最低賃金の両方の最低賃金が適用

されるとき

高い方の最低賃金額以上の賃金が適用される。

（最賃法６条）

２、地域別最低賃金が適用されるとき

①居住地ではなく、所属先の最低賃金が適用される

②派遣労働者は、派遣先の最低賃金が適用される。

（最賃法13条）

③臨時に応援勤務するときは、所属先の最低賃金が適用

される。

④勤務先が小規模等で独立性のない事業場のときは、

本社（本拠地）の最低賃金が適用される。

３、一般の労働者より著しく労働能力が低い等の特定の労働

者は、使用者が都道府県労働局長の許可を受けて個別に最

低賃金の減額の特例が認められる。（最賃法７条）

４．周知義務あり

最低賃金の適用を受ける労働者の範囲及びこれらの労働

者に係る最低賃金額、算入しない賃金並びに効力発生年月

日を常時作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法によ

り周知する必要がある。（最賃法８条）

最低賃金の適用

【
現
行
制
度
】

【
見
直
し
（
案
）
】


